
違反の内容 管轄

(根拠法令：消防法第17条第1項違反) 消防署

1 二洸旅館
福島県会津若松市東山町大字湯本字居平

127番地

屋内消火栓設備未設置

(消防法第１７条第１項違反)
旅館(５項イ) 26年7月10日 会津若松
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様式第６号（第９条関係）

公表該当違反対象物一覧表

番号 防火対象物の名称 防火対象物の所在地 用途 公表日


